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佐川町では、平成 29年に『手話言語条例』が制定され、手話の理解と障害

者のコミュニケーション手段の充実を目指しています。これに伴い今年度、『手

話奉仕員養成講座』【入門編】を開催します。この入門編では、手話で自己紹

介ができ、簡単な会話ができることを目指します。

手話に興味のある方・習いたい方の参加をお待ちしています！！

■開催日時：

令和元年 8月 28日㈬～

令和 2年 1月 22日㈬ ( 全 20回開催 )

毎週水曜日14 時～ 16時

※ 9月 11日㈬はお休みです。

■会場：

佐川町健康福祉センターかわせみ元気ホール

■対象者：

佐川町に在住の方または佐川町に勤務している方

■定員：30名程度

■参加費・テキスト代：無料

■申込方法：

8月 16 日㈮までに、電話または窓口で直接お

申込みください。

FAXで申込される場合は、氏名・住所・連絡先

の記入をお願いします。

県では、鳥獣被害対策の担い手となる狩猟者の確保育成を目的として、以下のとおり狩猟免許試

験及び初心者講習会を開催します。イノシシ被害などでお困りの方は、この機会にぜひ狩猟免許を

取得してみませんか？

平成 24年度に現地調査を実施した佐川町甲、永野の各一部について新しい登記 ( 地籍簿・地籍

図の更新 ) になりましたのでお知らせします。対象の地番は次のとおりです。

＜佐川町甲の一部＞

甲 1031 番 1から甲 1180 番 2まで

甲 1220 番 1から甲 1223 番 5まで

甲 1237 番から甲 1261 番 2まで

甲 2482 番 1から甲 2639 番 2まで

申込先 :佐川中央猟友会　電話22-1891( 大山 )

※佐川町では初心者講習会費用（10,000 円）の全額を補助する制度があります。予算に限りがあ

りますので、詳細についてはお早めに佐川町産業建設課までご連絡ください。

申込先 :佐川中央猟友会　電話22-1891( 大山 ) ／高知県鳥獣対策課　電話088-823-9042

初心者講習会の日程

狩猟免許試験の日程

国土調査課からのお知らせ

問・申込先健康福祉課障害支援係　電話22-7705　FAX22-7721問産業建設課農商工係　電話22-7708

佐川町手話奉仕員養成講座【入門編】受講生募集！狩猟免許試験及び初心者講習会のご案内

新しい登記になりました
県では、会員制のお引合せシステム「高知で恋しよ !! マッチング」

による、出会いへの支援を希望する独身の方の 1対 1の出会いのサ

ポートを行っています。

平成 31 年 3 月末の累計会員登録数は 1,672 人、お引

合せ成立数は 1,263 組で、34組のカップルからご成婚の

報告をいただいております。

普段は県内 3カ所に設けられた「こうち出会いサポー

トセンター」において、会員登録の受付をしておりますが、

今回は、佐川町で【スペシャル登録会（ヘアメイク・写真

撮影付き）】を開催します。この機会にぜひご利用ください。

※この出張登録会は、佐川町・仁淀川町・越知町・日高村及び高知県による連携事業です。

日時：8月 25日㈰ 10時～ 17時

会場：佐川町健康福祉センターかわせみ（佐川町乙 2310）

内容：ヘアメイクアドバイス（15分）→登録用プロフィール写真

　　　撮影（15分）→「高知で恋しよ !! マッチング」会員登録（45分）

参加申込：予約制ですので、必ず下記お問い合せ先までご連絡ください。

問こうち出会いサポートセンター　電話088-821-8081

（日 ･月：10時～ 17時、火～木：13時～ 20時、金 ･土 ･祝日：休）

■会員登録に必要な書類等

１　本籍地の市町村が発行する独身証明書

２　健康保険証

３　写真付きの身分証 (運転免許証等 )

４　上記 1～３のコピー各１部

５　入会登録料：10,000 円 (2 年間有効 )

　　※ヘアメイク・写真撮影は無料です

「高知で恋しよ !! マッチング」スペシャル出張登録会 in 佐川

問国土調査課　電話22-7714

日時 会場 免許の種類 試験申請手数料

9月 14日㈯ 10時～ 高知県立大学

( 池キャンパス )

わな猟 5,200 円

(一部免除者は3,900円)9 月 15日㈰ 10時～ 第一種銃猟/第二種銃猟

日時 会場 免許の種類 受講料

9月 8日㈰

9時 30分～ 17時

高知県立大学

( 池キャンパス )

第一種銃猟 /第二種銃猟

わな猟

10,000 円

( 例題集・テキスト代含む )

＜佐川町永野の一部＞

1016 番 2

1168 番 1から 1394 番 2まで

1405 番 3

1418 番 4

1420 番 2

1491 番から 1516 番 10まで

1589 番 1から 1612 番 2まで

3638 番 2から 3715 番まで
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広告

■申込受付期間

8 月 1日㈭～ 8月 21日㈬

総務課で配布または町ホームページ掲載の

「佐川町町有地売却に係る一般競争入札要領」

を確認のうえ、入札参加申込みをしてください。

■入札日時

8 月 29日㈭ 14時

■入札会場

佐川町役場 2階大会議室

佐川町町有地を売却します

令和元年度 第 46 回佐川町文化祭 開催日

問・申込総務課管財契約係　電話22-7700

■入札物件

①１号物件（土地・更地）

所在地番 佐川町字カノキ田甲 1778 番 9

  宅地　116.30 ㎡（約 35.18 坪）

②２号物件（土地・更地）

所在地番 佐川町字カノキ田甲 1778 番 12

  宅地　191.96 ㎡（約 58.06 坪）

③３号物件（土地・更地）

所在地番 佐川町字カノキ田甲 1778 番 16

  宅地　159.94 ㎡（約 48.38 坪）

※面積については、国土調査による実測地積となります。

美術部門

一般の部：10月 24日㈭～ 10月 27日㈰ 9時～ 17時

小中学校の部：

10月 29日㈫～ 11月 1日㈮ 9時～ 17時※最終日 15時まで

会場：佐川町立桜座

芸能部門

開催日：10月 26日㈯・10月 27日㈰

会場：佐川町立桜座

演目（予定）：

楽器演奏／舞踊／詩吟／合唱／朗読／フラダンス

クラシックバレエ／太極拳／３B体操　等

問佐川町文化推進協議会（佐川町教育委員会内）　電話22-1110

講演会のお知らせ

高知県立地企業合同企業説明会

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間

演題酒は千年カスは万年

講師植田咊
わ

佐
さ

（元高知大学名誉教授）

日時8 月 25日 10時～ 12時

場所名教館

この会は、「佐川町から多彩な方々が輩出されたの

は、彼らの諸先輩方のおかげだろう」という主旨に賛

同された方 を々講師にお迎えし、諸先輩方へのお礼

の意味を込めて開かれる講演会です。今回で4回目

の開催となります。ぜひお越しください。

主催佐川環境問題研究会

問佐川環境問題研究会（山﨑）
　電話 080-6385-5224

日時　8月 23日（金）

　　　13時～ 16時（受付開始 12時 30分）

場所　高知リハビリテーション専門職大学

　　　（土佐市高岡町乙 1139-3）

内容

企業によるプレゼン、個別ブースでの企業説明、

ハローワークの相談コーナーなどもあります。

面接会ではなく、説明会ですので、求職中の方

をはじめ、立地企業に興味がある方など、どな

たでも参加できます。お気軽にお越しください。

参加費入場無料

その他事前予約不要、履歴書不要、入退場自由、

服装自由、無料駐車場有

問高知県庁企業立地課　電話088-823-9693

高知地方法務局と高知県人権擁護委員連合会

では、学校における「いじめ」や家庭内におけ

る児童虐待など、子どもの人権問題解消に向け、

「子どもの人権 110 番」電話相談の強化週間を

実施します。期間中は相談時間を延長するとと

もに、土・日も電話相談をお受けします。また、

児童・生徒の皆さんが安心

して相談できるよう、フ

リーダイヤルになっていま

すので、学校や家庭、友達

関係の悩みごとなど、何で

もご相談ください。

実施期間

8月 29日㈭から 9月 4日㈬までの 7日間

受付時間

8時 30分から 19時まで

ただし、土曜日・日曜日は10 時から17時まで

開設場所

高知地方法務局人権擁護課

（土・日は高松法務局人権擁護部）

電話0120-007-110（フリーダイヤル）

※ＩＰ電話からは接続できません。

取扱内容

いじめ、体罰、児童虐待等の子どもをめぐる

人権問題

その他相談は無料、秘密は厳守します。

問高知地方法務局人権擁護課

電話088-822-3503

9 月 1日から 10日までは ｢屋外広告物適正化旬間 ｣です。この間、屋外広告物のルールを知っ

ていただくための普及・啓発活動を行うとともに、9月 10日には、電柱や信号機、道路標識、ガー

ドレールなどに貼られた「はり紙」「はり札」や「立て看板」など条例に違反している屋外広告物

の県内一斉除却・指導の作業を行います。美しいまち並みのためには、みなさまのご理解とご協力

が必要です。よろしくお願いします。

屋外広告の広告主及び広告業者のみなさまへ

広告を出されるときは、最寄りの土木事務所（注意：高知市内は高知市役所）

までお問い合わせください。また、県内で屋外広告業を営む方は、登録が必要です。

問高知県中央西土木事務所維持管理課　電話088-893-2114

　県庁都市計画課HP（屋外）　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171701/okugai.html

違反広告物の一斉除却に関するお知らせ
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多重債務者無料相談会のご案内

～お金に関する悩みを、お気軽にご相談ください～

JICA 海外協力隊募集
～いつか世界を変える力になる。～

借金の返済に関する無料相談会を、高知市、南国市、四万十市で開催します。「こころの健康相

談会」も同時に行いますので、心身に不調を抱えておられる方も、お気軽にご相談ください。

独立行政法人国際協力機構 ( 以下「JICA」という ) は、下記の要領で「JICA 海外協力隊」の

2019 年秋募集を行います。世界約 70カ国・1000 を超える仕事が、今必要とされています。あ

なたの技術・経験を開発途上国で活かしてみませんか？現地の人々と協働しながら、人づくり、国

づくりに協力します。なお、2019 年春募集よりボランティア制度が大きく変更されましたので、

詳しくはウェブ上でご確認ください。

1. 応募期間

8 月 20日㈫～ 9月 29日㈰ 23時 59分締切　※原則ウェブ応募となります。

2. 応募資格

・生年月日が 1949 年 10月 1日以降、2000 年 4月 2日までの方。

・希望可能な一般案件の制限：生年月日が 1973 年 9月 30日までの方は、

一部の一般案件のみが対象となります。

・いずれも、日本国籍を持っていることが前提となります。

■詳しくは JICA 海外協力隊ウェブサイトを参照ください。

https://www.jica.go.jp/volunteer/

問JICA 海外協力隊募集事務局　電話03-6734-1242

　JICA 四国　電話087-821-8825

予約の必要はありませんが、終了時間の 30分前までにはお越しください。（ただし、受付時間

内でも、人数が多い場合は、受付制限をする場合がありますので、ご了承ください。）借入れ・返

済に関する資料があればお持ちください。秘密は厳守します。

問高知県県民生活・男女共同参画課　電話088-823-9653

開催日時 場　　所

9月 1日㈰ 13 時～ 16 時 高知県立消費生活センター ( 高知市旭町 3-115 ソーレ 2階 )

9 月 6 日㈮ 17 時～ 20 時

幡多広域消費生活センター

※1社当たり債務額が 140 万円を超える相談は、対応できない場合が

ありますので、事前にご相談ください。

（四万十市立働く婦人の家（四万十市右山五月 8-32））　※四万十市立中央公民館の隣です。

9月 7日㈯ 13 時～ 16 時
高知市消費生活センター ( 高知市くらし・交通安全課 )

（高知市本町 4-1-24）

9 月 8 日㈰ 13 時～ 16 時 南国市役所 ( 南国市大埇甲 2301)

9 月 11 日㈬ 17 時～ 20 時 高知市消費生活センター

9月 13 日㈮ 17 時～ 20 時 高知県立消費生活センター

「法定相続情報証明制度」を
ご利用ください！

合同公売会in須崎

この制度を利用することで、いろいろな相続

手続き（銀行の預金払戻、相続税の申告、不動

産の相続登記など）で戸籍謄本一式を提出する

必要がなくなり、手続きの負担を軽くすること

ができます。

問高知地方法務局登記部門

　電話088-822-3331

　高知地方法務局ホームページ

　http://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/

納税意識の向上と滞納抑止を目的に、平成

26 年度以降、高知県内で毎年開催している動

産の合同公売会を、高幡広域市町村圏事務組合

租税債権管理機構の主催により、今年も開催し

ます。多数のご来場お待ちしています。

開催日9 月 14日㈯

場所

須崎市立市民文化会館　大会議室兼展示ホール

（須崎市新町 2丁目 7番 15号）

公売方法入札及びせり売り

必要なもの

①購入代金（現金のみの一括支払い）

②本人確認できるもの（免許証や保険証等）

③印鑑（認印可　法人の場合は代表者印）

④未成年者の参加の場合は保護者の同意書

※日程等詳細については来月号の広報にてお知

らせいたします。

～皆さんの納付（納税）により町の行政が支え

られています。～

問高幡広域市町村圏事務組合

　租税債権管理機構　電話0889-40-0911

受付期間

令和元年 8月 5日㈪～ 9月 20日㈮

1次試験日時

・令和元年 10月 20日㈰ 9時

・令和元年 10月 6日㈰ 9時（消防職のみ）

その他

詳しくは、組合事務局または役場で試験実施要

領と受験申込書を受け取り確認してください。

（組合HPでのダウンロードもできます。http://

www.kogohoku.ochi.kochi.jp/）

問・申込

高吾北広域町村事務組合事務局

電話0889-26-2121

〒 781-1301 越知町越知甲 2129 番地 7

職種・人数

行政職：3名、相談支援専門員：1名

消防職：若干名、介護職等：7名

待遇　組合条例による

採用日　令和 2年 4月 1日

受験資格

・行政職：

　昭和 59年 4月 2日以降に生まれた方

・相談支援専門員：

　昭和 45年 4月 2日以降に生まれた方

・消防職：

　平成 7年 4月 2日以降に生まれた方

・介護職等：

　昭和 45年 4月 2日以降に生まれた方

高吾北広域町村事務組合職員募集

広告
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令和元年度 自衛官等採用案内

問 総務課総務係　電話22-7700　または下記の連絡先へ。

 自衛隊須崎地域事務所　電話0889-42-7186　〒 785-0041　須崎市西崎町 325-2

 ol.19 ews

       佐川町甲 1581 （佐川町役場向かい）　 

 taff

sakawa.hatsumei.lab@gmail.com ����� �����

雨の日も多いこの時期の発明クラブ。でも発明クラブに参加してくれている皆さんはな

んのその。毎週元気な顔を見せてくれます。6 月は、「オリジナルキャラクターづくり」

を通して自分自身はもちろん、仲間とも向き合い、尊重できる気持ちを育めるように取

り組みました。

さかわ発明ラボでは、皆さんの「つくり

たい！」をサポートします。

「あんなものを作ってみたい」「こんなも

のを作ってほしい」等ご相談ください！

 明クラブ NEWS

☆ご利用をお待ちしております☆

雨にも負けず、元気に活動しています！

 明レポート

利用者の作品や、ラボで製作したものをご紹介！

前回まで作成した自分の惑

星を仲間と見せ合って、新

しいものづくりのヒントを

得ました。

身のまわりにある「道具」

に目をつけて、名前やキャ

ラクターも考えて、自分だ

けのキャラクターに！

世界はいろんな「柄」であ

ふれています。自分で作っ

た柄と仲間の柄を組み合わ

せ、新しい柄を作りました。

職業体験で発明ラボに来てくださった佐

川中学校の生徒 2 人が、ラボの機材を駆

使して夏にぴったりなうちわ・扇子を製

作しました。短期間で作ったとは思えな

いクオリティ。今後のものづくりプログ

ラムに 2 人のアイデアを参考にさせてい

ただきます！

加茂小学校ものづくり体験

イベント情報

加茂小学校の２年生が、発

明ラボに体験授業に来てく

れました。透明でカラフル

なうちわ作りを体験しまし

た。

この夏、ロボットコンテスト出場のた

めのプレイベントを開催します。ロボッ

ト作りに挑戦する、子ども向けのイベ

ントです。報告をお楽しみに！


